近江八幡市公告
　
近江八幡市多胎児家庭育児支援事業実施事業者の募集について、次のとおり行うので公告する。

令和8年3月19日
近江八幡市長　小西　理

近江八幡市多胎児家庭育児支援事業実施事業者募集要項

多胎児を養育している家庭を対象に近江八幡市産後家事支援事業実施要綱（令和3年近江八幡市告示第105号）第5条の規定に基づき、家事支援及び育児支援を行う事業者を募集します。

１．業務概要
１－１事業名称
　　　近江八幡市多胎児家庭育児支援事業
１－２事業内容
　　　別紙「近江八幡市多胎児家庭育児支援事業業務仕様書」に示すとおり
１－３事業実施期間
　　　契約締結日から令和9年3月31日まで
１－４事業利用者見込み件数
　　　実施期間内2件程度

２．事業者の募集及び参加資格要件
２－１事業者の募集
　　　市は、事業者をホームページで募集するものとする。
２－２事業者の参加資格要件
　　　募集参加を希望する場合は次に掲げる要件を全て満たしていなければならない。
（１）　近江八幡市多胎児家庭育児支援事業実施要綱（令和3年近江八幡市告示第105号）第5条の規定に基づき、滋賀県知事に届出のある訪問介護支援事業所であること。
（２）　地方自治法施行令第167条の４第1項の規定に該当しないこと。
（３）　国税及び地方税を滞納している者でないこと。
（４）　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生開始手続きの申立てがなされている者（更生手続き開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続き開始の申立てをされている者（再生手続き開始の決定を受けている者は除く。）でないこと。
（５）　自社又は自社の役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に掲げる暴力団、同条第6号に掲げる暴力団員及びそれらの利益となる活動を行っている者でないこと。（落札者となった場合には、必要に応じて別に定める誓約書、役員名簿の提出及び当該役員について警察当局に照会することについて、あらかじめ了知すること。）
（６）　当該委託の落札決定の日までに、近江八幡市建設工事等一般競争入札参加停止及び指名停止基準に基づく停止措置の期間中でないこと。

３．手続き
３－１スケジュール
（１）公開開始　　　　　　　　　　令和8年　3月19日
（２）質問書の受付期限　　　　　　令和8年　3月21日
（３）質問書に対する回答　　　　　令和8年　3月23日
（４）参加申込書の受付期限　　　　令和8年　3月26日
（５）選定結果通知期限　　　　　　令和8年　3月31日
（６）契約の締結　　　　　　　　　令和8年　4月　1日
３－２質問及び回答
　募集に関する質問については、次のとおり受付及び回答を行う。
（1） 質問書受付期限
令和8年　3月21日
（2） 質問受付提出場所
近江八幡市子ども健康部健康推進課E-mailで提出
近江八幡市子ども健康部健康推進課　
電子メール　010836@city.omihachiman.lg.jp
（３） 提出方法
　 質問書（様式第2号）をホームページよりダウンロードし、原則E-mailにて提出する
こと。
（４） 質問書に対する回答
　　　 回答期日：令和8年　3月23日
（５）　注意事項
質問書の回答にあたっては、ホームページにて公開する。
３－３ 参加申込に必要な書類
　　　 参加を希望する者は、次のとおり書類を提出すること。
1 参加申込書（様式第1号）※様式についてはホームページよりダウンロード
2 滋賀県知事の訪問介護支援事業所の指定通知書の写し
参加申込受付期限　
令和8年　3月　26日　16時45分までに必着
（1） 参加申込提出場所
近江八幡市子ども健康部健康推進課
（2） 提出方法
持参または郵送（書留郵便または配達証明に限る）とする。
尚、郵送の場合は未着、遅延が発生した原因の如何を問わず市は責任を負わない。

４．事業者の審査
４－１審査の基準
　　　２－２の参加資格要件を全て満たしていること。複数者ある場合は、要件を満たしていれば認める。
（1） 審査結果の通知
審査した結果は、全参加者へ郵送にて通知するものとする。
なお、審査結果についての問い合わせ等には一切応じることはできない。

５．契約の締結
　　　実施事業者として選定された者は、市と委託契約を締結するものとする。

６．その他
（1） 書類提出後の追加及び修正は、一切認めない。また、提出された書類は返却しない。
（2） 提出書類の作成にかかる費用については、事業者の負担とする。
